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本計画の構成について 

本計画は、障がい福祉に関する 3 つの計画を一体的なものとして取り組んでいくことから、3

つの計画を１つにまとめて策定しています。構成は下記のとおりです。 

第１部 計画の策定にあたって 

第２部 第 2次出雲市障がい者計画 

【計画期間：令和 3年度(2021)～令和 8年度(2026）】 

第３部 第 6期出雲市障がい福祉計画 

第４部 第 2期出雲市障がい児福祉計画 

【計画期間：令和 3年度(2021)～令和 5年度(202３）】 

出雲市における「障害」の表記について 

出雲市では、平成２０年（2008）９月１日から、市が作成する文書等について、「障害」という

言葉が「人」や「人の状況・状態」を表す場合は、「害」をひらがな表記し、「障がい」と表記する

こととしています。本計画においても、この取扱いによりひらがな表記とすることを原則としていま

す。 

なお、法令条例等や、団体、施設の名称等の固有名詞は、従来どおり「障害」と表記していま

す。 

本計画における「障がい者」の定義について 

本計画における「障がい者」については、「障害者基本法」（昭和２５年 5月 2１日法律第８４

号）第 2条の定義に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）、難病

などその他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁
しょうへき

（注）により継続的に日常生

活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとします。 

なお、「障がい者」には１８歳未満の障がいのある児童を含みます。（ただし、障がいのある１８

歳未満の児童のみを指す場合は「障がい児」と表記しています。） 

 

（注）社会的障壁
しょうへき

とは 

障がい者にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁
しょうへき

となるような社会における事

物、制度、慣行、観念その他一切のもののことを言う。 


